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令和８年度地域高度デジタル人材育成業務委託仕様書 
 

１ 委託業務の名称 

令和８年度地域高度デジタル人材育成業務 

 

２ 委託業務の目的 

ＡＩやＩｏＴ等の新しい技術やサービスの進展により、今後ますますデータを扱うデジタル技術

の利活用の高度化・多様化が予想される中、県内ＩＴ企業等が持続的に成長するための基盤となる

高度な産業デジタル人材の育成を図るものである。また、社会全体がＤＸ（デジタルトランスフォ

ーメーション）への対応を求められる中、県内ＩＴ企業等がデジタルを活用した生産性向上や競争

力強化を実現し、下請構造や価格競争ビジネスからの脱却などを図るため、社内のみならず県内企

業全体におけるＤＸ推進や成長力のある魅力的なデジタルビジネスの企画ができる人材の育成を図

るものである。 

 

３ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月１９日まで 

 

４ 履行場所 

宮城県内 

 

５ 業務の内容 

（１）研修の実施 

 ア 地域高度デジタル人材育成研修 

   （ア）研修の対象者 

      県内の開発系ＩＴ企業等及び情報システムを有するユーザー企業のＩＴ部門に従事し、

今後のプロジェクト推進や技術面での高度な役割を主体的にリードする技術者等を対象

とする。 

   （イ）開催日程 

      令和８年５月から令和９年３月上旬まで 

（ウ）研修内容 

 ・ 研修受講者数が、技術系各講座は２０名程度、企画系各講座１０名程度となるような実

施計画とすること。 

 ・ 研修は以下の目的等を踏まえ、実施計画を策定の上で研修を実施・運営すること。 

① 技術系講座及び企画系講座の双方を設け、経済産業省が策定した「デジタルスキル標

準」において定義される「ＤＸ推進スキル標準」の５つの人材類型の育成を技術系講

座、企画系講座のそれぞれで網羅し、それぞれ５講座以上で構成すること。研修後の

育成目標は、「ＤＸ推進スキル標準」において想定される、独力で業務を遂行するこ

とが可能であり、後進人材の育成も可能なレベル（ITSS＋「レベル４」相当）以上を

基準とすること。 

② 技術系講座は、ベンダー資格の取得を主目的とせず、県内ＩＴ産業におけるニーズや

実情等を考慮しつつ、近年注目されるプログラミング言語、生成ＡＩ、クラウド、セ

キュリティ等の最新動向や先端技術を取り入れ、受講者が業務では得られない専門的

かつ深い知識と情報に触れる機会とすること。業務で接する機会の少ない分野も含め、

広い視点で先端トレンドを学べる内容とすること。また、本講座においては、個別の

技術知識の習得に留まらず、社内課題はもとより、県内企業が抱える課題に対し、高

度な専門性に基づき最適な技術を自ら選定し、技術的な解決策を主導的に設計・実装

できる応用力と実践能力を養成すること。 

③ 企画系講座は、社内だけでなく地域企業等のＤＸを後押しする企画・提案力及びユー
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ザー企業等のニーズや動向を自ら把握し、自社開発事業につなげる企画・提案力を向

上させる内容とすること。 

④ テーマごとに短期間で完結する研修プログラムとし、受講者の負担を軽減しつつ、集

中的かつ効果的に学べる開催形態とすること。 

⑤ 各研修は単なる講座にとどまらず、受講者・受講企業相互の交流や啓発、相互学習の

場とし、課外実習や課外レビューを通じたフィードバックを重視すること。ケースス

タディではなく実業務を題材とした実践的な内容とすること。 

（２）企画運営・コーディネート 

 ア 研修実施に係る企画運営・調整業務 

   受託者は、以下の業務を一体的かつ円滑に実施すること。 

・ 各研修の企画、講師の手配、スケジュール調整、問合せ対応等、運営に必要な調整全般を

行うこと。 

・ 受講者を確保するために、県内ＩＴ企業等に対して、本研修の目的や内容が効果的に伝わ

るよう、体系的かつ視認性の高い広報媒体を作成し、効果的な周知・広報活動を行うこと。 

・ 研修事業全体を統括・調整する役割を担う「研修コーディネーター（研修の企画から進行

管理までを一元的に担う者）」を配置すること。 

 イ 効果検証 

・ 全研修終了後、以下により事業効果の検証を行い、実績報告書として提出すること。 

① 受講者に対するアンケート調査（受講理由・内容・講師・運営体制等） 

② 派遣元企業へのアンケート調査 

（３）業務実施に係る留意事項 

 ア 研修開始時期及び準備 

  ・ 本研修事業は、令和８年６月までに開始すること。 

・ 受講者募集、事前準備等の必要工程を踏まえ、研修を円滑に開始できるよう計画的に準

備を行うこと。 

イ 研修実施日程 

・ 研修実施日は、原則として平日（土・日・祝日を除く）とすること。やむを得ず土日祝

日に実施する場合は、事前に発注者の承諾を得ること。 

・ １講座の研修は、必ずしも連続した日程で実施する必要はないものとし、受講者が無理

なく参加できるよう、受講しやすい日程・時間帯に配慮して設定すること。 

ウ 受講料等の費用負担 

  ・ 受講者から受講料を徴収してはならないものとする。ただし、研修会場までの受講者の 

旅費及び宿泊費等については、受講者が負担するものとする。 

・ テキスト資料及び研修コンテンツ利用料等は受講者負担とする。なお、テキストの準備

にかかるその他の経費（レジュメ等の作成に掛かる経費）については委託料の中から支出

しても差し支えないが、この場合の受講者負担は認めない。 

・ 研修会場及びこれに付随する設備の使用料、講師謝金は、受託者の負担とする。 

  エ 機材・設備の準備 

・ 研修に必要な場所・機材・回線・パソコン等は受託者で準備すること。ただし、受講者

が使用する演習用パソコンは受講者が準備・持参するものとする。 

・ 業務遂行上必要とする機材・備品（パソコン、ネットワーク機器、周辺機器等）につい

ては、原則として受託者所有の機器を使用すること。やむを得ず受託者所有機器による対

応が困難な場合は、原則としてリースまたはレンタルによる調達・対応を行うこと。 

  オ 研修実施日程 

・ 研修スケジュールについては、発注者と協議の上、開講２か月前程度までに決定するこ

ととする。 

・ 受講者募集期間は十分な期間設けること。 
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  カ 研修の実施形態 

   ・ 研修は、研修目的や内容・受講効果を踏まえ、集合研修のみまたはオンライン研修のみに

限定せず、受講者が参加しやすいように柔軟な形式で実施すること。必要に応じて、集合

研修とオンライン研修の併用等、受講者の利便性を考慮した適切な運営を行うこと。なお、

録画された研修動画の視聴のみでの研修実施は認めないものとし、リアルタイムでの受講

を基本とする。 

・ 受講者間の交流促進と学習効果の向上を目的として、講座受講期間の開始後、終了前、

または講座の進捗に応じた時点で、県内において受講者が集合する機会を設けること。当

該機会では、自己紹介、意見交換、演習、成果発表等を通じて、相互理解と学習意欲の向

上を図ること。 

キ 研修講座の参観の設定 

・ 全研修について発注者の参観を可能とすること。参観方法や参観に必要な情報等について 

予め連絡すること。 

・ 受講者の所属企業との連携及び研修効果の向上を目的として、研修の一部について、受講

者の所属企業の担当者によるオンラインでの参観を可能とすること。対象となる研修日程、

参観可能な範囲については、事前に企業担当者に案内し、必要に応じて視聴用ＵＲＬ等を提

供すること。参観にあたり、研修運営に支障のないよう適切に対応し、プライバシーや機密

情報の取扱いにも十分留意すること。 

  ク 講師の配置 

・ 講師は、当該分野の実務経験や指導経験を有し、研修内容に応じた専門性を持つ者を適切

に配置すること。 

  ケ 申込受付の方法 

・ 研修受講の申込受付は、企業ごとの先着順で行うこと。ただし、参加企業の受講者数に著

しい偏りが生じる場合や、研修の運営または効果に支障があると発注者が判断する場合には、

申込受付の調整や参加者の選定を行うことができるものとする。 

  コ その他 

・ 企画提案にあたっては、仕様書に定める要件を満たすことはもとより、本事業の目的や趣

旨を十分に踏まえたうえで、独自の工夫や付加価値のある取組があれば提案すること。 

（４）経費の取扱い 

   経費の区分及び委託事業において使用可能な経費は別紙のとおりとする。 

 

６ 運営・実施体制等 

（１）研修施設の確保 

研修会場は、受注者が県内に確保することとし、会場の選定に当たっては、参加者の利便性

及び感染症防止対策等を考慮し、発注者と協議の上決定すること。 

（２）業務実施計画書等 

本業務の委託契約締結後、速やかに次の書類を提出し、発注者と協議を行った上で業務を実

施すること。 

 ア 業務実施計画書（業務の実施方法） 

 イ 業務従事者等届（業務管理者及び担当者） 

 ウ 業務実施工程届（工程表） 

 エ 業務管理体制届（情報管理体制、障害発生時及び緊急事態が生じた場合に備えた連絡体制等） 

 

７ 成果品 

  受託者は、本業務の中間報告時及び終了時に、以下の成果物をとりまとめ、電子媒体にて提出す

ること。成果物には、本業務の実施状況及び事業成果が明確に把握できる内容を具体的に記載する

こと。 
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 （１）業務中間報告時の提出成果物一覧 

    ８月までに実施した研修分については、中間報告としてまとめ、９月末までに提出すること。 

  ア ８月までに実施した研修分の実施報告書 

    各研修の実施状況、到達目標への進捗、受講者の学習成果、講師配置・カリキュラム調整の

工夫点等を記載すること。 

  イ 受講者名簿（所属企業名、男女比を含む） 

ウ 受講者アンケート集計結果 

 自由記述欄を含め、実施時期ごとに集計・分析結果を添付すること。 

エ 各研修講座の実施記録 

実施日・会場・参加人数・主な内容を含む講座ごとの概要。研修の様子を記録した写真を 

含む。 

（２）業務終了時の提出成果物一覧 

ア 研修全体の実施報告書 

   各研修の実施状況、到達目標への進捗、受講者の学習成果、講師配置・カリキュラム調整の

工夫点等を記載すること。 

イ 受講者名簿（所属企業名、男女比を含む） 

ウ 受講者アンケート集計結果 

 自由記述欄を含め、実施時期ごとに集計・分析結果を添付すること。 

エ 受講者派遣企業アンケート及びヒアリング結果 

オ 各研修講座の実施記録 

実施日・会場・参加人数・主な内容を含む講座ごとの概要。研修の様子を記録した写真を 

含む。 

  カ 研修全体の総括および次年度以降の研修展開計画 

 

８ その他 

（１）受託者は、業務開始後においても、発注者との協議により、可能な範囲で業務内容の改善・

改良に努め、事業効果の向上を図ること。 

（２）受注者は、発注者の許可なく第三者に業務の再委託はできない。 

（３）受託者は、本業務の実施に当たって、仕様書に記載のない不明確な事項が生じた場合は、速

やかに発注者と協議の上、指示を仰ぐこと。 

（４）受託者は、本業務の実施に係る緊急連絡網を業務開始時に発注者へ報告すること。 

（５）受託者は、業務の進捗状況を定期的または必要に応じて発注者に報告し、適切な調整を図る

こと。 

（６）受託者は、契約期間中に発注者から業務に関する報告または資料提出を求められた場合は、

速やかにこれに応じること。 

（７）受託者は、本業務において知り得た秘密を漏らしてはならない。また、本業務終了後におい

ても同様とし、秘密保持義務を継続すること。 

（８）受託者は、本業務において取り扱う個人情報について、宮城県個人情報保護条例に基づき、

適切に取り扱うこと。 

（９） 本業務は、年度当初から業務を開始する必要があることから、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）及び地方自治法施行令に基づき条例で定めた長期継続契約対象業務として、年度

開始 （歳出予算成立）前に企画提案の手続を進めているものであるため、本件に係る歳出予

算が不成立となったときは、契約手続きの中止や契約の解除を行う。 
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（別紙） 

１ 総費用 

経費区分 内容 

報償費 事業を実施するために協力を得た人に対する謝礼に必要な経費 

旅費 

事業を実施するために協力を得た人の国内旅費・宿泊

費、事業を実施するために必要な資料収集、調査、打合せ等の

実施に必要な国内旅費・宿泊費 

消耗品費 

事業を実施するために必要な物品であって備品費に属さないも

のの購入に要する経費、印刷製本費 

※食糧費及び機械・機器等の購入経費は認めない 

広報費 事業を実施する上で必要な宣伝広告に要する経費 

通信運搬費 事業を実施するために必要な郵便料、運送代 

使用料及び賃借料 

会場の使用料、機材等の借り上げ料（リース料・レンタル料）

、研修コンテンツ利用料、受講環境費用（ソフトウェアライセ

ンス費用等） 

役務費 事業を実施するために必要な経費の振込手数料 

人件費 本業務に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 

その他本業務の目的を達成する

ために必要と認められる経費 

その必要性及び内容を確認し、適切に計上すること。 

 

２ 一般管理費 １の１０％以内 


